
1.　法治主義の原則について説明しなさい。

2.　Xは、アレルギー症状の原因を究明するため、A者の医薬品の製造販売を
　　承認した構成労働大臣(Y)に対して、行政機関情報公開法に基づいて、
　　医薬品含有成分についての情報開示請求を行った。この請求について、
　　次の問いに答えなさい。

　　(１)　Yが不開示決定を行った場合、Xはどのような方法で
　　　　　この決定を行うことができるか。2つの方法を対比して述べなさい。
　　(２)　Yが開示決定を行う場合、どのような手続きをとらなければならないか。
　　　　　また、A社が開示決定を訴訟で争う場合、
　　　　　どのような論点が生ずると思われるか、
　　　　　その論点についてあなたの考え方を述べなさい。

久保
月曜 2限

行政と法

2002年 試験問題


